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認定結果の見込み
計画作成依頼届出書

暫定ケアプラン
認定審査結果 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取　扱　い

要介護 　通常どおり認定審査会後、居宅介護支援費の請求を行うことができる。

非該当

　申請日に遡って総合事業対象者として取り扱う場合、
(1)申請時にチェックリストの提出があること
(2)備考⑧の条件を満たす場合、遡って「介護予防・日常生活支援総合事業　事業対象者認定申請書」及び「介護予防
   サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の提出が可能。（認定日から14日以内）
(3)届出日は提出日
(4)計画作成開始年月日は、暫定時提出した届出書の計画作成開始年月日以降

要支援 　通常どおり認定審査会後、介護予防支援費の請求を行うことができる。

非該当

　申請日に遡って総合事業対象者として取り扱う場合、
(1)申請時にチェックリストの提出があること
(2)遡って「介護予防・日常生活支援総合事業・事業対象者認定申請書」の提出が可能（認定日から１４日以内）
(3)「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」は申請時提出済みのため必要なし。
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　暫定ケアプラン【フロー図】

要支援

(届出日）
　サービス利用日前
（様式）
　介護予防サービス計画・介護
　予防ケアマネジメント依頼届出書
（計画作成事業者）
　各地域包括支援センター
（居宅介護予防支援事業者）
※総合事業対象者が要支援見込で新規
申請する場合も届出が必要

要支援

要介護

要介護

要介護のケアプランにおいて、総合事業のサービスを位置付けすることはできません。

当該フローチャートについては、申請区分を問わず、暫定ケアプランを作成する場合に適用されます。

協働して関わっていた場合とは、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターが互いに情報共有ができており、各々が暫定ケアプランを作成しているか、作成された暫定ケアプランの内容を把握できている場合です。

(届出日）
　サービス利用日前
（様式）
　居宅サービス計画作成依頼（変更）
　届出書
（計画作成事業者）
　居宅介護支援事業者

暫定ケアプランの取扱いを行うにあたっては、サービス利用日前に計画作成依頼届出書を伊豆の国市に提出することが前提となります。

見込んでいた区分と認定結果が異なった場合、認定審査会日から14日以内に認定区分に応じた計画作成依頼届出書を提出してください。

サービス利用があったにも関わらず、計画作成依頼届出書が提出されていない場合については、給付（支給）されません。

新規申請の認定結果が非該当であった場合で、総合事業対象者として扱うには、申請時にチェックリストが添付（提出）されている場合に限ります。
事業対象者認定申請書は、認定審査会日から14日以内に提出してください。

　自己作成プランとしたうえで支援する。
　ただし、
(1)備考⑧の条件を満たす場合、遡って「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の提出が可
能。
　（認定日から14日以内）
(2)届出日は提出日
(3)計画作成開始年月日は、暫定時提出した届出書の計画作成開始年月日以降

　自己作成プランとしたうえで支援する。
　ただし、
(1)備考⑧の条件を満たす場合　遡って「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」の提出が可能。
   （認定日から14日以内）
(2)届出日は提出日
(3)計画作成開始年月日は、暫定時提出した届出書の計画作成開始年月日以降
   ※ただし要支援１から要支援２を見込んだ結果、要介護であった場合の計画作成開始年月日は申請日以降

更新申請の認定結果が非該当であった場合で、総合事業対象者として扱うには、認定有効期間満了日以降のサービス利用前にチェックリストが実施されている場合に限ります。
事業対象認定申請書及びチェックリストは、認定審査会日から14日以内に提出してください。

総合事業対象者が要支援を見込んで新規申請する場合であっても、暫定ケアプランの取扱いを行う場合には、改めて計画作成依頼届出書の提出が必要となります。
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